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担 
 
 
 
 

当 

神奈川労働局 

職業安定部 需給調整事業課 

課 長 清原 忠夫 

主任需給調整指導官 長山  宏 

電 話 ０４５－６５０－２８１０ 

F A X ０４５－６５０－２８８０ 

 

 

いわゆる「偽装請負」により死亡災害を 

発生させた事業主を行政処分 
 

 

 

  

 

 

 

 

記 

 

第 1 処分を受けた事業主 

 名 称 英宝総合株式会社（代表取締役 黒澤 弘） 

 所 在 地 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目７番２号 

 許可番号 般１４－０２００２５（平成１３年６月１日許可） 

 処分内容 労働者派遣法第１４条第２項に基づく停止命令（内容は第３のとおり） 

労働者派遣法第４９条第１項に基づく改善命令（内容は第４のとおり） 

 

第２ 処分の理由 

英 宝 総 合 株 式 会 社 （以 下 「英 宝 」という。）は、神 奈 川 県 内 に所 在 するＡ社

との間 で請 負 契 約 を締 結 し、自 らが雇 用 する労 働 者 をＡ社 の事 業 所 内 におい

て玉掛 等の業務 に従事させていたが、少 なくとも平 成 ２０年 ９月 １日 から平 成２

５年 ７月 １０日 までの間 、Ａ社 の指 揮 命 令 下 で当 該 業 務 を行 っており、その実

態 は労 働 者 派 遣 法 に規 定 する労 働 者 派 遣 事 業 に該 当 するいわゆる偽 装 請

負 の状 態 に該当 し、かつ、上 記 期 間 中 に別 の請 負契 約 についても、同 様 の状

態 であったことから行政指導を受けているにもかかわらず、 

(1) 労 働 者 派 遣 法 第 ２６条 第 １項 の規 定 に違 反 して、労 働 者 派 遣 契 約 の締

結 に際 し同 項 各 号 に掲 げる事 項 の内 容 及 びその内 容 を書 面 に記 載 せ

ず、 

(2) 同 法 第 ３４条 第 １項 の規 定 に違 反 して、労 働 者 派 遣 をしようとするときに、

あらかじめ、当 該 派 遣 労 働 者 に対 し就 業 条 件 の明 示 を書 面 の交 付 等 の

 神奈川労働局（局長：水野 知親）は、労働者派遣法（※）に基づき、労働

者派遣事業を営む事業主１社に対して、本日、下記のとおり同法第１４条第２

項及び第４９条第１項に基づく労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業

改善命令を行った。 

厚 生 労 働 省  

神 奈 川 労 働 局 発 表  

平成２６年１１月 19 日   
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方法 により行 わず、 

(3) 同 法 第 ３５条 の規 定 に違 反 して、労 働 者 派 遣 をするときに、当 該 労 働 者

派遣 に係 る派遣労働者 の氏名等を派遣先に通知せず、 

(4) 同 法 第 ３５条 の２に違 反 して、上 記 玉 掛 業 務 等 は派 遣 可 能 期 間 の制 限

がある業 務 であるにもかかわらず、同法 第 ４０条 の２第 １項 の規 定に抵触

する最 初 の日 である平 成 ２１年 ９月 １日 以 降 継 続 して労 働 者 派 遣 を行

い、 

(5) 同法第 ３７条第 １項 に違反して、派遣元管理台帳を作成せず、 

もって、同種違反を継続して行 ったこと。 

また、当該状況下において、同業務に従事していた労働者について、平成２５年７月 

１０日に労働災害により死亡する事故が発生したもの。 

 

第３ 停止命令の内容 

平成２６年１１月２０日から同年１２月１９日までの間、労働者派遣事業を停止するこ

と。 

 

第４ 改善命令の内容 

   １  労働者派遣事業、請負事業の全てを対象として、これらが労働者派遣法及び

職業安定法に違反していないか総点検を行い、違反があった場合には、労働者

の雇用の安定を図るための措置を講ずることを前提に速やかに是正すること。 

  なお、総点検にあたっては、特に下記事項について重点的に点検すること。 

 

①労働者派遣法第２６条第１項（契約の内容等） 

②同法第３４条第１項（就業条件等の明示） 

③同法第３５条（派遣先への通知） 

④同法第３５条の２（労働者派遣の期間） 

⑤同法第３７条（派遣元管理台帳） 

 

  ２ 上記１の事項に係る、労働者派遣法違反について、その発生の経過を明らか

にした上で、原因を究明し、再発防止のための措置を講ずること。 

 

  ３ 労働者派遣法、職業安定法等、労働関係法令の理解の徹底を図るとともに、

遵法体制の整備を図ること。 

 

        ※労働者派遣法、職業安定法の関係条文は別添をご参照ください。 
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(別添) 

 

○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（抄） 

（許可の取消し等）  

第１４条第２項 

 厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が前項第二号又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該一般

労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。  

 

(契約の内容等) 

第２６条第１項 労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。

以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲

げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。 

一 派遣労働者が従事する業務の内容 

二 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所 

三 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する

事項 

四 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日 

五 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間 

六 安全及び衛生に関する事項 

七 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項 

八 派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法(昭和２２年法律

第４９号)第２６条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。第２９条の二において同じ。)等の支払に

要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たつ

て講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項 

九 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該職業紹介により従事すべき

業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項 

十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 

同条第６項 派遣元事業主は、第四十条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務について新たな労働者

派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、

当該者との間で、当該業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。 

 

(就業条件等の明示) 

第３４条 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働

者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。 

一 当該労働者派遣をしようとする旨 

二 第２６条第１項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係る

もの 

三 第４０条の２第１項各号に掲げる業務以外の業務について労働者派遣をする場合にあつては、当該派

遣労働者が従事する業務について派遣先が同項の規定に抵触することとなる最初の日 
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（労働者派遣に関する料金の額の明示）  

第３４条の２  派遣元事業主は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める労働者に対し、厚生労働

省令で定めるところにより、当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額として厚生労働省令で定め

る額を明示しなければならない。  

一  労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合 当該労働者  

二  労働者派遣をしようとする場合及び労働者派遣に関する料金の額を変更する場合 当該労働者派遣

に係る派遣労働者  

 

 (派遣先への通知) 

第３５条第１項 派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げ

る 

  事項を派遣先に通知しなければならない。 

一 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名 

二 当該労働者派遣に係る派遣労働者が期間を定めないで雇用する労働者であるか否かの別 

三 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第３９条第１項の規定による被保険者の資格

の取得の確認、厚生年金保険法第十八条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用

保険法第９条第１項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であって厚生労働

省令で定めるもの 

四 その他厚生労働省令で定める事項 

 

（労働者派遣の期間）  

第３５条の２第１項  派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた

ならば第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以

降継続して労働者派遣を行つてはならない。  

 

（派遣元責任者）  

第３６条  派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めると

ころにより、第六条第一号から第八号までに該当しない者（未成年者を除く。）のうちから派遣元責任者を

選任しなければならない。  

一  第３２条、第３４条、第３５条、第３５条の２第２項及び次条に定める事項に関すること。  

二  当該派遣労働者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。  

三  当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。  

四  当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。  

五  当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括

管理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。  

六  前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。  

 

(派遣元管理台帳) 

第３７条第１項 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を 

作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 
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一 派遣先の氏名又は名称 

二 事業所の所在地その他派遣就業の場所 

三 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日 

四 始業及び終業の時刻 

五 従事する業務の種類 

六 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項 

七 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項 

八 その他厚生労働省令で定める事項 

 

(改善命令等) 

第４９条 厚生労働大臣は、派遣元事業主が当該労働者派遣事業に関しこの法律(第２３条第３項及び第２３ 

条の２の規定を除く。)その他労働に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)に違反

した場合において、適正な派遣就業を確保するため必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、

派遣労働者に係る雇用管理の方法の改善その他当該労働者派遣事業の運営を改善するために必要な措

置を講ずべきことを命ずることができる。 

２ 厚生労働大臣は、派遣先が第四条第三項の規定に違反している場合において、同項の規定に違反して 

いる派遣就業を継続させることが著しく不適当であると認めるときは、当該派遣先に労働者派遣をする派 

遣元事業主に対し、当該派遣就業に係る労働者派遣契約による労働者派遣の停止を命ずることができ 

る。 

 

（権限の委任） 

第５６条第１項 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を

都道府県労働局長に委任することができる。 

 


